
13　　2023.2.1　　市報むらかみ 市報むらかみ　　2023.2.1　　12

時�とき省略記号 期�期間 場�ところ 講�講師 対�対象 定�定員 ¥ �参加費 持�持ち物 申�申し込み 問�問い合わせ 内�内線 F �FAX �メール 他�その他

お知らせ
「くらし」「もよおし」「相談」
など、さまざまな情報をお届け

新型コロナウイルス感染症の状況
により、中止や延期、内容を変更
する場合があります。

今月の市税などの納期限
２月28日㈫

・国民健康保険税　　　　第８期
・介護保険料　　　　　　第８期
・後期高齢者医療保険料　第11期　

く
ら
し

全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム（
Ｊ
ア
ラ
ー

ト
）の
訓
練
放
送
が
行
わ
れ
ま
す

記
事
ID　
０
０
３
４
３
９
２

　

緊
急
時
（
地
震
や
津
波
、
武
力
攻

撃
な
ど
）
の
放
送
が
確
実
に
行
わ
れ

る
か
を
確
認
す
る
た
め
の
訓
練
放
送

が
全
国
一
斉
に
行
わ
れ
ま
す
。

　

市
内
で
も
、
防
災
行
政
無
線
や
告

知
端
末
か
ら
次
の
内
容
で
放
送
が
流

れ
ま
す
。

【
放
送
内
容
】

　

♪
「
こ
れ
は
、
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ

ス
ト
で
す
。
こ
ち
ら
は
、
広
報
む
ら

か
み
で
す
。」
♪

時
２
月
15
日
㈬　
午
前
11
時

問
総
務
課
危
機
管
理
室

　
（
市
役
所
本
庁
内
３
１
４
２
）

子
育
て
世
帯
物
価
高
騰
対
策
支
援
金

の
申
請
期
限
は
２
月
17
日
㈮
で
す

記
事
ID　
０
０
７
１
９
９
０

　

対
象
者
に
は
12
月
中
旬
以
降
に
案

内
を
郵
送
し
て
い
ま
す
の
で
、
期
限

ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

問
こ
ど
も
課
子
育
て
支
援
室

　
（
☎
75
‐
８
９
３
９
）

春
休
み
期
間
中
の
学
童
保
育
所
利
用

の
申
し
込
み
に
つ
い
て

記
事
ID　
０
５
５
０
４
６
７

時
午
前
７
時
30
分
～
午
後
６
時
30
分

　
※
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

対
日
中
、
自
宅
に
保
護
者
な
ど
が
い

な
い
市
内
の
小
学
生

￥
５
０
０
０
円
（
月
額
１
人
）

　

※�

月
の
途
中
入
所
・
退
所
の
場
合

は
日
数
に
応
じ
た
利
用
料
と
な

り
ま
す

対
20
歳
以
上
で
、
精
神
ま
た
は

身
体
に
著
し
い
重
度
の
障
が

い
が
あ
り
、
日
常
生
活
で
常

時
特
別
の
介
護
を
必
要
と
す

る
人

【
障
害
児
福
祉
手
当
】

　

月
額　

１
万
４
８
５
０
円

対
20
歳
未
満
で
、
精
神
ま
た
は

身
体
に
著
し
い
重
度
の
障
が

い
が
あ
り
、
日
常
生
活
で
常

時
介
護
を
必
要
と
す
る
児
童

他
身
体
障
害
者
手
帳
や
療
育
手
帳
な

ど
が
な
い
場
合
で
も
申
請
で
き
ま

す
が
、
障
が
い
の
状
態
に
よ
っ
て

は
支
給
対
象
と
な
ら
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

問 

申
福
祉
課
福
祉
政
策
室
（
市
役

所
本
庁
内
２
３
２
２
）
ま
た
は
各

支
所
地
域
振
興
課
地
域
福
祉
室

保
険
税
（
料
）
の
減
免
申
請
は
お
済

み
で
す
か

記
事
ID　
０
０
５
２
５
６
７

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
に
よ
り
、
収
入
の
減
少
な
ど
の

要
件
を
満
た
し
た
場
合
、
保
険
税

（
料
）
が
減
免
と
な
り
ま
す
の
で
、

申
請
が
済
ん
で
い
な
い
人
は
、
早
め

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
期
限　
３
月
31
日
㈮

対
令
和
４
年
４
月
１
日
～
令
和
５
年

３
月
31
日
ま
で
の
間
に
納
期
限
が

　

※�

別
途
、
お
や
つ
代
が
か
か
り
ま

す

問 

申
２
月
28
日
㈫
ま
で
に
こ
ど
も

課
子
育
て
支
援
室
（
市
役
所
本
庁

内
２
５
５
２
）
ま
た
は
各
支
所
地

域
振
興
課
地
域
福
祉
室

令
和
５
年
度
就
学
援
助
の
申
し
込
み

に
つ
い
て

記
事
ID　
０
０
５
４
４
９
３

申
請
期
限　
２
月
28
日
㈫

※
申
請
は
随
時
受
け
付
け
ま
す
が
、

申
請
日
に
よ
っ
て
認
定
後
の
援
助

額
が
減
額
さ
れ
る
場
合
や
支
給
対

象
外
と
な
る
援
助
費
目
が
あ
り
ま

す
対
経
済
的
に
お
困
り
で
小
・
中
学
生

が
い
る
世
帯

　

※�

令
和
４
年
分
の
世
帯
所
得
が
市

の
定
め
る
基
準
額
以
下
の
世
帯

他
申
請
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、児
童
・

生
徒
に
配
布
す
る
お
知
ら
せ
や
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
学
校
教
育
課
教
育
総
務
室

　
（
☎
72
‐
６
８
８
２
）

特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉
手

当
を
支
給
し
ま
す

記
事
ID　
０
０
４
８
５
８
９

支
給
月　
２
・
５
・
８
・
11
月

【
特
別
障
害
者
手
当
】

　

月
額　

２
万
７
３
０
０
円

到
来
す
る
国
民
健
康
保
険
税
、
介

護
保
険
料
、
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料

他
減
免
要
件
な
ど
詳
し
く
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問 

申
税
務
課
保
険
税
係

　
（
市
役
所
本
庁
内
２
１
５
１
）

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
減
免
制
度

の
お
知
ら
せ

記
事
ID　
０
０
７
０
７
９
３

　

障
が
い
者
手
帳
な
ど
を
お
持
ち

で
、
一
定
の
障
が
い
等
級
に
該
当
す

る
方
や
車
い
す
用
等
構
造
変
更
車
両

を
所
有
・
使
用
さ
れ
て
い
る
方
は
、

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
の
減
免
を

受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

減
免
を
受
け
る
方
は
申
請
が
必
要

温泉施設入浴助成券の利用期限は
３月31日㈮です

　特定健診や健康診査を受けた人へ交付して
いる「温泉施設入浴助成券」の利用期限が迫っ
ていますので、期限までにご利用ください。
　また、令和４年11月以降に下記の健診を受
診した人は、利用期間内に助成券を交付できない場合があ
りますので、お手数でも、窓口で申請を行ってください。

申請窓口　　�保健医療課国保室または各支所地域振興課地
域福祉室

必要なもの　保険証や領収書、健診結果など

健診の種類 温泉施設入浴助成券の交付方法

施設健診、個別健診、
人間ドック（市で実施）

医療機関から市に健診結果が届い
た人へ、健診受診月の１～３カ月
後に郵送で交付

人間ドック
（市以外で実施） 窓口で申請した方に交付

■問保健医療課国保室（市役所本庁内2410～2413）

〈有料広告〉

と
な
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
お
問

い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
令
和
４
年
度
に
減
免
を
受

け
た
方
（
家
族
運
転
お
よ
び
介
護
者

運
転
を
除
く
）
に
は
、
２
月
中
旬
以

降
に
減
免
継
続
の
た
め
の
案
内
文
書

を
送
付
し
ま
す
。
承
認
さ
れ
た
内
容

に
変
更
が
な
い
場
合
は
、
申
請
書
類

を
提
出
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問 

申
税
務
課
収
納
対
策
室

　
（
市
役
所
本
庁
内
２
１
３
２
）

家族葬ホールもございます（20名まで）

〈有料広告〉〈有料広告〉〈有料広告〉

社
会
体
育
団
体
の
認
定
期
間
は
令
和

５
年
３
月
31
日
ま
で
で
す

記
事
ID　
０
０
５
５
３
２
７

　

令
和
５
年
度
も
引
き
続
き
社
会
体

育
団
体
の
認
定
を
希
望
す
る
場
合

は
、
申
請
が
必
要
で
す
の
で
、
早
め

に
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
新
規
団
体
の
申
請
も
受
け

付
け
て
い
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問 

申
生
涯
学
習
課
ス
ポ
ー
ツ
推
進

室
（
☎
53
‐
５
１
２
２
）

税に関する無料相談会
　２月23日（木・祝）は税理士記念日です。これに合わせ、税理士
が不動産所得や相続税などの相談に応じます。
■時２月22日㈬　午前10時～午後４時
■場各税理士事務所
■申事前に相談を希望する税理士事務所に申し込んでください。
■他秘密は固く守られます。

事務所 電話番号 所在地
伊藤三五郎　税理士事務所 64−1486 関川村大字下関12番地２
小田　健司　税理士事務所 75−5558 三之町12番９号
加藤　　明　税理士事務所 62−7688 勝木546番地
金子　　謙　税理士事務所 53−2218 田端町13番19号
宍戸由喜夫　税理士事務所 56−7708 岩船駅前21番２号
鈴木　信嘉　税理士事務所 52−3326 羽黒口10番31号
税理士法人　村山会計グループ 53−2620 山居町二丁目５番26号
■問関東信越税理士会村上支部　☎52−3326

記事ID　0063245


